
第10章 災害に強い地域づくり

震災の被災者の多くが、地域の助け合いの重要性を痛感したと述べています。frl壊家屋か

らの被災者の救出、バケツリレーによる初期消火、地域ぐるみの炊き出しなど隣近所の助け

合いや地域住民の相互協力による防災活動が被害の拡大防止、軽減に大きな力を発揮しまし

た。

また、岩手県の釜石市では、日頃から学校と地域が連携して津波避難訓!練に取り組み、地

域全体の避難意識が醸成されていたため、東日本大震災時、小中学校の児童 生徒が迅速

適切な避難行_811を とり、またその避難行動がきつかけとなって周囲の住民が避難し、被害を

最小限に抑えた事例がありました。

本市では、町の防災組織、事業所等の自衛消防組織の結成を促進し、その育成に努めると

ともに、地域全体が相互に協力できる共助体制を確立することにより「災害に強い地域づく

り」を推進します。

この章では、「災害に強い地域づくりJを推進するにあたって必要な施策について定めて

しヽます。

第 1節  自主防災組織の強化

1 区防災対策連絡協議会

区防災対策連絡協議会は、行政、防災関係機関、住民組織等の代表者から構成され、

住民の声を反映した防災対策の促進、地域の状況を踏まえた区域の総合的な防災対策を

推進してしヽます。

項 目 主な構成メンバー 主な事業

区防災対策

連絡協議会

本市、指定地方行政機関、指定公共機関、そ

の他防災関係機関、地域住民等の代表で構成

区役所、消防署、土木事務所、資源循環局

事務所、水道局地域サービスセンター、学

校 幼稚園、警察署、医師会、歯科医師

会、薬剤師会、消防団、東京電力 (株 )、 東

京ガス (株 )、 LPガス協会、東日本電信電

話(株 )、 ケー功 レTV、 鉄道 ノじ奪業者、

自治会町内会、福祉団体、女性団体、アマ

チュア非常通信協力会、商業団体、商店街

など

※構成メンバーは、区の地域特性や想定される

被害等により、区ことに異なる。

区域内の防災対策の推進

防災知識の普及

防災訓練の実施

応急対策の推進 (人命救

助救出、被害情報の収集、

地域住民への情報伝達、被

災者の収容及び避難所の運

営、応急救護所設置及び応

急救護活動、食料 緊急救

援物資等の輸送、その他必

要事項について協議)

区内主要駅等における混

乱防止対策

その他必要な事業
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2 町の防災組織

本市では、横浜市「町の防災組織」活動費補助金交付要綱に基づき、区役所、消防署
が中心となり自治会町内会等への「町の防災組織Jづくりの促進とその育成強化を進め
ています。

「町の防災組織」が行う自主防災活動を支援するため、町の防災組織活動奨励事業に
より、その活動経費を助成し、地域防災力の向上を図つてい誅す。

3 地域防災拠点運営委員会

本市で|よ、震災発生時に、安全かつ秩序ある避難生活の維持等、地域住民の相互協力
による防災活動の促進を目的として、地域防災拠点ことに、地域 学校 行政等からな
る地域防災拠点運営委員会 (以下「運営委員会」という。)を設置しています。
なお、運営委員会の設置 運営にあたって1よ、女性を運営委員に積極的に参画させる

ほか、災害時における男女の二―ズの違いや災害時要援護者に配慮した研修 防災副‖練
の実施、女性の防災リーダーの育成等に努めることとします。

0)平常時の主な活動
町の防災組織と綿密に連携し、訓練や研修などに多くの住民が参加できる環境の整

備と、要援護者の見守り活動など、地域コミユニティを形成することとします。また、
地域防災拠点訓練では、災害時の避難所としての効果的な開設 運営ができるよう区
役所や防災ボランティア団体などと連携するとともに、町歩きの実施や防災リーダー
の育成などの地域防災力が向上するよう努めることとします。

0)災害発生時の主な活動

災害発生時には、被災者生活を送る避難所としての基盤の形成と、住民による救出

救護活動の拠点、在宅被災者支援のための情報受伝達拠点が機能できるよう、市職

員の直近動員者や学校連絡調整者等と連携して、地域防災拠点を運営します。また、

中長期化する被災生活においては、避難所での衛生面や被災者のこころのケアなど、

区役所やボランティア団体と連携した避難所運営を行います。

項 目 内 容

町の防災組織の定める活動計画

防災組織の編成及び任務分担に関すること。
防災知識の普及に関すること。

防災訓練の実施に関すること。

情報の収集及び伝達に関すること。

出火の防止及び初期消火に関すること。

救出救護に関すること。

避難誘導に関すること。

給食給水に関すること。
市民が任意に設置した避難場所の支援に関すること。
地域防災拠点との連携に関すること。
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名 称 交付対象事業 交付金額 根拠法令等

町の防災組
織活動奨励
事業

1 備蓄食料 防災資機材等の購入

(購入に際し援助する主な防災資
機材)消 火器、非常食、メガホ
ン、避難誘導旗、ライ ト、ロー

プ、ポ リタンク、テン ト、三角
巾、ヘルメット、担架 医薬品
セット

2 防災訓練の実施
3 防災のための映画会 講演会
の開催

4 組織運営のための会合
5 防災のためのチラシ等のE口刷
6 その他防災活動の一環として

実施する事業

自治会町内会等
を単位として 1

世帯 あた り160

円の活動費補助
金を交付

横浜 市「町の防災組
織J活動費補助金交付
要綱
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項 目 運営委員会の主な活動

地域防災拠点

運営委員会の

組織 運営

1 平常時の主な活動
(1)災害時に利用する教室の事前選定など避難場所運営方法等の打ち合わ

せ及び運営マニュアルの作成
0)防災資機材等の使用方法の習得などの研修会、講習会の開催
●)避難所開設運営訓練など防災訓練の実施及び参加
(4)地域防災拠点周辺の危険箇所の確認、防災マップの作成など防災意識

の高揚

“

)訓練等を通じた地域での防災リーダーの育成

“

)地域のボランティア団体との連携
0 その他地域防災力の向上に必要な事項

2 震災発生時の主な活動
(1)避難者の誘導、運営マニユアルに基づく作業分担の割り当て
0)負傷者の応急手当又は医療機関への誘導 _

0)防災資機材等を活用した救出 救護

“

)避難者の中で、負傷者や高齢者、障害者、7L幼児、児童、妊産婦等で
援護を必要とする人の把握 援護

“

)仮設 トイレの設置、清掃、防疫対策などの環境衛生
(6)備蓄食料、救援物資等の要請 配布、炊き出し
0)地域の被災情報及び生活情報の収集 伝達
い)公的避難場所以外での避難者等への情報提供、救援物資の要請受付
(9)区災害ボランティアセンターとのボランティアの受け入れ調整及び避
難地区内のボランティアニーズの把握、情報提供

10 防犯バ トロールの実施
|う その他必要な事項

(0 地域防災拠点運営委員会連絡協議会

地域防災拠点運営委員会相互の緊密な連携を図るため、区ことに地域防災拠点運営

委員会連絡協議会を設置 しています。

|)地域防災活動奨励事業

地域防災拠点運営委員会等の活動を支援するため、地域防災活動奨励事業により、

その活動経費を助成し、地域防災力の向上を図つています。

4 町の防災組織と地域防災拠点

(1)役割

東日本大震災の教訓からも、多くの家屋の倒壊や流出時には地域防災拠点など公的

避難場所のほかにも、集会所や寺院など、比較的小規模な場所で、市民が任意で避難

場所を設置することが想定されます。このような被災地域の中では、町の防災組織と

地域防災拠点が連携し、市民が任意で設置した避難場所や在宅の被災者への情報伝達

物資の集配など、地域コミュニティを生かした地域の共助で対応していくことが最も

重要です。

そこで、平常時からの自治会町内会の各種委員の活動や、地域防災lll点運営委員会

などの地域コミュニティを災害時に連動できるよう、それぞれの横の繋がりを確認し、

効率的な共助の体制や自主防災力の強化を図っていくこととします。

名 称 交付対象事業 交付金額 根拠法令等

地域防災活動

奨励事業

区の運営委員会連絡協議会

に運営管理助成金を交付
]運 営助成金運営委員会

が行う会議、広報、訓練

等
2 管理助成金 防災資機

材等の管理

地地域防災拠点あた
り12万円

横浜市地域防災活動

奨励助成金交付要綱

(平成 8年 6月 から事

業開始)
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0)町の防災組織及び地域防災拠点での地域訓練

ア 町の防災組織における訓練

地震発生直後は、自らの安全の確保などの自助から始まり、いっとき避難場所や

地域防災拠点での共助につながつていきます。そこで、平常時から自治会町内会を

中心とする町の防災組織での啓発や防災訓練を行い、住民個々の減災行動につなげ

ていくこととします。また、町の防災組織と地域防災lkl点運営委員会が連携して、

要援護者等に対する普段からの見守り活動を実施し、地域ぐるみで防災力の向上に

努め議す。

イ 地域防災拠点3練
地域防災拠点が災害時に「災害時における住民の避難生活場所」、「物資の集配拠

点」、「住民による救出 救護活動拠点」、「災害に関する情報収集 提供拠点Jの各

機能を円滑に行うためによ、図上訓練 (Dg副 練など)の実施など、対応イメージ

が運営委員会で共有化され、実動訓練に繋げていくことが重要になります。

実動訓練の実施に際しては、地域防災拠点訓練マニユアルを参考にするとともに、

各地域防災拠点を担当する各区役所職員が訓練の構成を支援して実施します。

<(例)町の防災組織構成>

1庶 務 班 その他 総務部・福利厚生部

1情 報 II

消 火 班

救出救護班

(OO町内会 2班 )

(OO町内会 3班 )

広報部・文化部

(OO町内会 1班 )

00町内会 (防災本部)

本部長 :00町内会長
Ell本部長 XX副会長
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第 2節 要援 護者 対 策

地域の中には、災害発生時の避難行動など臨機に対応することが難しく、また、その後

の生活に様々な困難が予想される高齢者や障害者等の要援護者 (以下「要援護者」という。)

の方が暮してい水す。災害発生時における安否確認、避難支援等の取組を行うためには、

日頃からの地域と要援護者との関係づくりを通じて、災害への備えを進めてしヽくことが大

切です。

そこで、自助、共助を基本とした地域による自主的な見守り、支えあいの取組が重層的

に行われるとともに、関係機関 団体等の連携、情報共有等が進んでいくよう、各区で展

開している地域福祉保健計画等の取組を進め、災害に備えた平常時からの要援護者対策を

推進します。

1 市、地域及び事業者の役割

2 対象者の範囲

震災対策上対象とする要援護者の範囲は、自力避難が困難な、在宅の「高齢者、障害

者等J及びこれに準じる避難支援が必要な人とします。

なお、市が作成する要援護者情報 (在宅要援護者名簿)は、福祉制度等の本市のシス

テムを活用し、特に自力避難が困難と想定される対象者として、次の範囲で作成してい

きます。

区 分 基 本 方 針

本市の役割 ]地 域防災拠点での生活が困難な要援護者のための特別避難場所の施設確保

開設
2 災害に備えた関係機関 団体等との連携強化
3 要援護者を地域で支える体制づくりの支援
4 希望する自主防災組織等への本市が保有する要援護者の個人情報 (名簿)

の提供
※ 情報提供の根拠となる条例の整備、自主防災組織との協定締結等含む。

地域の役割 ]災 害に備えた日頃からの要援護者との関係づくり、災害日踊えた対応の検討、

要援護者が参加する避難訓練の実施、要援護者の名簿づくり等

2 災害発生時における要援護者の安否確認、避難支援等
※ 要援護者も日頃から自ら地域との関係づくりに努めることが、円滑な

避難等につながります。

事業者の役

割

]利 用者が災害に備えた準備をする際の支援、日頃からの利用者と地域と

の関係づくり支援
2 災吉発生時における利用者の安否確認、避難支援への協力等

区 分 範  囲

高齢者 在宅で、次の条件に該当する方

①要介護3以上の方

②安支援または要介護認定の一人暮らし高齢者、または、高齢者世帯でいず

れもが要支援または要介護認定の方

③認知症高齢者

障害者 在宅で、次の条件に該当する方

①自立支援法のサービスの支給決定を受けている身体障宮者、知的障害者

○視覚障害者、聴覚障害者及び移動困難な肢体不自由者のうち身体障害者手

帳 1～ 3級の方

③療育手帳 (愛の手帳)Al A2の 方

L_  _
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3 要援護者の事前対策

(1)地域ぐるみで「震災から要援護者を守るJための取組の推進 (地域の取組)

災害発生時における安否確認、避難支援等の取組に備えるには、日頃から地域で

要援護者を把握し、地域と要援護者との間での関係づくりを進めることが大切であ

ることから、地域の自治会町内会等の自主防災組織は、次の方法等で要援護者を把

握し、災害に備えた対応の検討、要援護者も参加した防災訓練、要援護者の名簿づ

くり等に取り組みます。

防災に関する一般的広報に加え、防災指導、防災訪問等の機会をとらえ、要援護

者やその家族に対し、家庭内での在宅要援護者の安全対策について周知します。

また、地域住民に対して、地域の助け合いを基本として地域ぐるみで「震災から

要援護者を守る」という自主防災意識を普及啓発します。
ウ 地域ぐるみで「震災から要援護者を守るJための取組

自主防災組織は、地域の助け合いを基本として地域ぐるみで「震災から要援護者
を守る」ための取組みとして、要援護者の安全対策に関する意識の高揚及び技術の

修得に努めます。

また、日頃から、自治会町内会、民生委員 児童委員、保健活動推進員、ボラン

ティア、近隣住民等が相互に連携し、要援護者に対する「声かけ、見守りJのネッ

トワーク等の支援体制づくりに努めます。

区長 (福祉保健センター)よ、震災時における要援護者の援護活動に活用するた

め、既存の資料を整理した在宅要援護者名簿を作成 保管します。

項 目 目 的 対象者 保管・開示 更新

在宅要援護者
の名簿作成

震災時におけ

る、在宅要援

護者対策の円

滑な実施を目

的

自力避難が困難

な 在 宅 の 高 齢

者 障 害 者 (※

第 2部第10章 第

2節「2対 象 者

の範囲」参照」)

名簿は、平常時

はプライバシー

保護のため区で

保管 し、震災時

には、住民等 に

開示 して区職員

等と協力 して活

用する。

名簿 は、適宜追

加修正を行うと

と も に、年 2回
更新

イ 在宅要援護者名簿の提供

自主防災組織が、本市保有の在宅要援護者の個人情報 (名簿)提供を希望する場

合|よ 、区役所との協定締結等の手続を踏まえて、在宅要援護者の個人情報 (名簿)

を提供します。

民間の居竃介護支援事業者、福祉サービス提供事業者等に対して、利用者が災害
に備えた準備をする際の支援、日頃からの利用者と地域との関係づくり支援等の協
力、災害発生時の利用者の安否確認、避難支援等の協力をlllき 力ヽすていくとともに、

協力協定を締結していきます。

主な方式 概要

①手上げ方式 在宅要援護者名簿への登録について周allし、自ら名簿登録を希望

する方を地域で募ることにより名簿を作成する方式

○同意方式 区役所から対象者へ、

いて同意確認を行い、

する方式

自主防災組織に提供する名簿への登録につ

同意があった方の個人情報 (名簿)を提供

③手上げ 同意併用方式 手上げ方式、同意方式を併用して実施する方式

④情報共有方式 (条例を

根拠にした情報提供方式)

区役所から対象者へ、地域の防災組織に提供する名簿への登録に

ついての事前通知を行い、拒否の意思表示がない限り、個人情報

(名簿)を提供する方式

づくり (本市の取組 )
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●)要援護者のための避難場所の確保

要援護者は、身体の安全や健康の維持につしヽて、特段の配慮が必要なことから、

地域防災拠点運営委員会は、地域住民と協力し要援護者用スペース及び介護者や介

護用資機材のためのスペースの確保に努めます。

イ 特別避難場所の指定

地域防災拠点での避難生活に支援等が必要な要援護者のために、社会福祉施設等

を特別避難場所として指定し、あらかじめ期限を定めて使用します。

また、「災害時における在宅要援者のための特別避難場所の協力に関する協定J

を締結し、特別iiV難場所の確保をl■進します。

県有施設については、要援護者の一時受入れのため必要がある場合には、県に対

し施設の一部利用を要請します。

項 目 指定施設 機能等 その他

特別避難場所

の指定

社会福祉施設

特月支援学校

地区センター

]特 別避難場所に指定され

た社会福祉施設等は、避難

生活に必要な防災資機材 (発

電機、担架等)、 食料、水、

生活用品等を備蓄する。

2 地区センターでの備蓄は

しない。

覇 t避難場所|よ 、

あらか じめ各施設

ことに定め られた

人数の範囲内で避

―

を行う。

避難者の受入れ

は、区長が認めた

場合とする。

※ 特別支援学校については、在籍児童生徒及びその保護者を受け入れる特別避難場所で

す。

第 3節 社 会福 祉施 設 等 にお け る安全確 保対 策

社会福祉施設等には、寝たきりの状態や認知症の高齢者、身体障害、知的障害、精神障

害のある障害者、乳幼児など震災発生時に、自力で避難することや臨機な対応をとること

が困難で、人の介助を必要とする要援護者が多数入所又は通所しています。

本市では、これらの要援護者やその家族が安心して暮らすことができるよう、社会福祉

施設等における安全確保対策を推進します。

1 社会福祉施設等内の安全対策の推進

戸棚類の転倒、天丼や備品等の落下による危険から利用者の安全を確保するため、施

設内の総点検を行い、備品等の転倒防止、飛散 落下防止等の安全措置を請じています。

さらに、この安全措置を徹底するため、施設管理者による定期的な点検を行います。

2 迅速な応急活動体制の確立

(1)地震防災応急計画の策定

施設管理者|よ、地震発生時に円滑な災害応急対策が展開できるよう、防災組織体制、

出火防止対策、救護対策、避難対策その他必要事項を定めた地震防災応急計画を作成

し、職員等へ周知徹底を図ります。

(2)防災教育の実施

施設管理者は、定期的に職員に対する防災教育を行い、それぞれが地震時にとるべ

き措置 行動について周知徹底を図ります。

(3)防災訓練の実施

施設管理者は、年 2回以上 (児童福祉施設については少なくとも毎月 1回)行われ

る避難訓練のうち ]回 は、大規模地震を想定した訓練を実施します。その際、夜間、

休日など職員が少ない状態における対応についても配慮し誅す。

なお、訓練にあたっては、消防局の指導、助言を受けるとともに、近隣の自治会町
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